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１ 報 告 

・報告第１号 専決処分の報告について（損害賠償の額の決定）             （緑政課） 

平成28年10月16日に発生した、逗子市久木５丁目の店舗駐車場において、市のトラックが後退した際

に、駐車していた自動二輪車に接触し破損させ、また、接触により自動二輪車が転倒し被害者を負傷さ

せた事故に伴う損害賠償について、平成28年12月28日付けで専決処分したため、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第180条第２項の規定により報告するもの。 

２ 議 案 

・議案第１号 専決処分の承認について（平成28年度逗子市一般会計補正予算（第７号））  （財政課） 

  ふるさと基金寄附金が当初見込額を上回ったことに伴い、その予算措置に緊急を要したため、地方

自治法第1 7 9条第１項の規定により次のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定により報告し、

承認を求めるもの。 

（補正額）歳入歳出とも4,903万4,000円の増額（補正後の総額200億6,819万6,000円） 

歳入歳出予算の補正についての主な内容は次のとおり 

（歳出） 

・ふるさと基金積立金3,240万5,000円を増額 

・その他事務に係る費用として財政管理事務費1,662万9,000円を増額 

（歳入） 

・ふるさと基金寄附金3,240万5,000円を増額 

・その他所要の財源を措置するもの 

・議案第２号 市道の廃止について                        （都市整備課） 

  道路法（昭和27年法律第1 8 0号）第10条第３項の規定により２路線の市道を廃止するため提案する

もの。 

・議案第３号 市道の認定について                        （都市整備課） 

  道路法第８条第２項の規定により１路線の市道を認定するため提案するもの。 

・議案第４号 機構改革に伴う関係条例の整理について                 （総務課） 

 平成29年４月１日実施の行政組織の改革に伴い、関係条例の整理をする要あるため提案するもの。 

・議案第５号 逗子市防災会議条例の一部改正について                 （防災課） 

逗子市防災会議の委員構成について、一部改正の要あるため提案するもの。 

・議案第６号 逗子市職員定数条例の一部改正について                 （職員課） 

  機構改革に伴い、職員定数の見直しの要あるため提案するもの。 

・議案第７号 逗子市職員の休日及び休暇に関する条例及び逗子市職員の育児休業等に関する条例の一

部改正について                            （職員課） 

地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号）の改正に伴い育児休業等の対象とな

る子の範囲を拡大するとともに、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律（平成３年法律第76号）の改正に伴い介護時間の導入等を行う要あるため提案するもの。 
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平成29年逗子市議会第１回定例会付議予定事件 
平成29年２月22日開会予定の第１回定例会付議予定事件は、次のとおりです。 



 

・議案第８号 逗子市職員給与条例及び逗子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正に

ついて                                （職員課） 

人事院の給与勧告及び近隣各市の職員給与の状況等を勘案し、本市一般職の給与について改正すると

ともに、その他の制度改正に伴い関係諸規定を整備する要あるため提案するもの。 

・議案第９号 逗子市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について        （職員課） 

本市一般職の給与について、社会情勢の推移及び近隣各市の状況を勘案し、改正の要あるため提案す

るもの。 

・議案第10号 逗子市デイサービスセンター条例の一部改正について         （介護保険課） 

デイサービスセンター指定管理者にかかる選定委員会について、附属機関として設置等するに当たり、

改正の要あるため提案するもの。 

・議案第11号 逗子市国民健康保険条例の一部改正について             （国保健康課） 

  地方税法（昭和25年法律第2 2 6号）及び所得税法（昭和40年法律第33号）の改正に伴い、課税の見

直し、分離課税の改組及び申告分離課税の創設が行われることにより、改正の要あるため提案するも

の。 

・議案第12号 逗子市営住宅条例の一部改正について                （都市整備課） 

市営住宅駐車場を入居者等以外の者へ貸出等をするに当たり、改正の要あるため提案するもの。 

・議案第13号 平成28年度逗子市一般会計補正予算（第７号）              （財政課） 

（補正額）歳入歳出とも４億5,828万円の増額（補正後の総額205億2,647万6,000円） 

歳入歳出予算の補正について主な内容は次のとおり 

（歳出） 

・人事異動、給与改定・退職手当等に伴う増減調整により職員給与費2,037万4,000円を増額 

・財源調整により財政調整基金積立金４億7,346万8,000円を増額 

・各特別会計における財源調整の結果、特別会計への繰出金１億685万4,000円（合計）を減額 

・障害者自立支援給付費の不足見込みに伴い障害者自立支援給付等支給事業2,300万円を増額 

・環境保全協力費等の収入に伴いみどり基金積立金1,063万6,000円を増額 

・散策路整備工事、ドッグラン整備工事等に伴い池子の森自然公園整備事業2,105万2,000円を増額 

（歳入） 

・葉山町とのごみ処理の連携における可燃ごみの受け入れ試行延期に伴いごみ処理負担金 

1,214万4,000円を減額 

・その他所要の財源を措置するもの 

（繰越明許費）  

・翌年度に繰り越して使用できる経費を設定 

（地方債） 

・地方債限度額を変更 

・議案第14号 平成28年度逗子市国民健康保険事業特別会計補正予算(第３号)        （財政課） 

（補正額）歳入歳出とも7,265万1,000円の増額（補正後の総額79億3,840万円） 

 歳入歳出予算の補正について主な内容は次のとおり 

（歳出）  

・人事異動、給与改定等に伴う増減調整により職員給与費5万9,000円を減額 

・一般療養給付費の不足見込みに伴い一般被保険者療養給付事業１億422万6,000円を増額 

（歳入） 

・所要の財源を措置するもの 

・議案第15号 平成28年度逗子市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第１号)       （財政課） 

（補正額）歳入歳出とも3,000万3,000円の増額（補正後の総額11億5,450万3,000円） 

 歳入歳出予算の補正についての内容は次のとおり 

 



 

（歳出） 

・人事異動、給与改定等に伴う増減調整により職員給与費30万円を減額 

・納付額の確定に伴い後期高齢者医療広域連合納付金3,030万3,000円を増額 

（歳入） 

・所要の財源を措置するもの 

・議案第16号 平成28年度逗子市介護保険事業特別会計補正予算(第２号)         （財政課） 

（補正額）歳入歳出とも１億4,071万5,000円の増額（補正後の総額66億955万5,000円） 

 歳入歳出予算の補正についての内容は次のとおり 

（歳出） 

・人事異動、給与改定等に伴う増減調整により職員給与費394万2,000円を減額 

・介護保険事業運営基金積立金１億1,319万9,000円を増額 

・介護給付費国庫負担金等の返還に伴い償還金3,145万8,000円を増額 

（歳入） 

・所要の財源を措置するもの 

・議案第17号 平成28年度逗子市下水道事業特別会計補正予算(第３号)           （財政課） 

（補正額）歳入歳出とも3,146万6,000円の減額（補正後の総額15億3,071万5,000円） 

歳入歳出予算の補正についての内容は次のとおり 

（歳出） 

・人事異動、給与改定等に伴う増減調整により職員給与費12万4,000円を増額 

・処理場・ポンプ場長寿命化計画策定業務委託を制度改正により次年度以降のストックマネジメント計

画に移行することによる事業中止に伴い、処理場施設整備事業3,159万円を減額 

（歳入） 

・所要の財源を措置するもの 

（繰越明許費）  

・翌年度に繰り越して使用できる経費を設定 

（地方債） 

・地方債限度額を変更 

・議案第18号 平成29年度逗子市一般会計予算                     （財政課） 

・議案第19号 平成29年度逗子市国民健康保険事業特別会計予算             （財政課） 

・議案第20号 平成29年度逗子市後期高齢者医療事業特別会計予算            （財政課） 

・議案第21号 平成29年度逗子市介護保険事業特別会計予算               （財政課） 

・議案第22号 平成29年度逗子市下水道事業特別会計予算                （財政課） 

 

本件に関するお問い合わせ先 

電話046-873-1111（代表） 

※各議案の担当課にお尋ねください。 
 

議案とりまとめ担当：総務課  

電話046-873-1111（代表） 

 


